
６－５ 東海農政局管内の世界かんがい施設遺産

『世界かんがい施設遺産』とは、食料の確保のために農地に水を運ぶ「かんがい農業」の画期的な発展のため、“さまざま
な技術を生み出し、地域・文化の発達に貢献した、歴史的なかんがい施設”を国際かんがい排水委員会（ICID)が認定するも
のです。
これまでに、世界で60施設、日本国内で31施設（うち東海農政局管内で６施設）が認定済み。
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農地維持支払

多面的機能を支える共同活動を支援
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域
で支え、農地集積を後押し

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道
の路面維持等の基礎的保全活動

・農村の構造変化に対応した体制の拡充・
強化、保全管理構想の作成 等

農地法面の草刈り 水路の泥上げ

資源向上支払

地域資源（農地、水路、農道等）の
質的向上を図る共同活動を支援

・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動 等

水路のひび割れ補修 植栽活動

中山間地域等直接支払

中山間地域等の条件不利地域
の農業生産条件の不利を補正
し、農業生産活動の継続を支
援

環境保全型農業直接支払

自然環境の保全に資する農業
生産活動の実施に伴う追加的
コストを支援

中山間地域

緑肥の作付け

多面的機能支払

支援対象

支援対象

６-６ 日本型直接支払制度

○ 農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が
享受。

○ 一方、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の発揮に支障。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が増大し、担い手の規
模拡大が阻害されることも懸念される状況。

○ このため、平成27年度から｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣に基づき、農業・農村の多面的機能の発
揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い
手の育成等構造改革を後押し。
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